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はじめに

　2000年4月1日に施行された介護保険法は，高

齢者を中心とする日常生活に介護を要する人々が

介護サービスを受けるためのシステムの大きな変

革であり，どのような介護サービスが受けられる

かは要介護度により決定されることになった。

　仙台市立病院老人性痴呆疾患センター（以下，当

センターと略す）の入院症例も退院後，自宅退院

か否かに関わらず，大半が介護サービスを利用す

ることになるので，介護保険導入の影響は計り知

れない。当センターが痴呆の鑑別診断と処遇方針

の決定という設置目的に添って，短期入院を維持

し，病床回転率を上昇させていく上でも，入院患

者の要介護度には注視せざるを得ない。介護度の

認定は調査員（介護支援専門員）の訪問調査をも

とにした1次判定と，主治医意見書の所見を加え

介護認定審査会で行われる2次判定よりなされ

る。介護度の認定開始以降，実際に認定された介

護度と臨床上の印象の間に乖離が生じる症例を

時々経験する。医師は主治医意見書の作成にあた

るが1次調査にあたる機会はない。今回，介護度

認定と臨床上の差異の一因が1次調査にあると考

え，当センター入院症例（実際の介護保険施行以

前に入院した症例）について1次調査でどのよう

な評価がなされるかをシミュレーションすること

で1次調査の構造上の特徴を考察したい。

仙台市立病院神経精神科

対象と方法

　1997年4月1日から1998年3月31日までの1
年間に当センターを退院した105人のうち，退院

時に痴呆性疾患の診断がなされていた90人を対

象とした。対象の特徴を表1に示す。

　対象症例に対し，診療録・看護記録などをもと

に，退院時点について介護保険1次調査項目（表

2）をレトロスペクティヴに評価した。1次調査項

目は基本調査73項目と特別な医療12項目の計

85項目からなる。基本調査項目は得点配点時には

68項目となり，100点ずつ配点される7群（中間

評価項目）に分類される。

　中間評価項目とは下記の通りである。

　第1群（麻痺・拘縮に関連する項目）；11項目

　　　　（配点時6項目）

　第2群（移動等に関連する項目）；7項目

　第3群（複雑な動作等に関連する項目）；4項目

　第4群（特別な介護等に関連する項目）；9項目

　第5群（身のまわりの世話等に関連する項目）；

　　　　13項目

　第6群（コミュニケーション等に関連する項

　　　　目）；10項目

　第7群（問題行動等に関連する項目）；19項目

　さらに現在用いられている介護時間算定に基づ

いた要介護度認定の方法に従って対象症例に要介

護度を当てはめてみた。この方法は①まず基本

調査結果および中間評価項目の得点表を用い，介

護類型別の9つの樹形モデルごとに介護時間を算

定する（図1に9類型のうちの1つを例として提

示する），②次いで9類型の介護時間を合計し，
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表1．対象

　1997年4月1日から1998年3月31日までに仙台市立病院老人性痴呆疾患センター

病棟を退院した105人のうち，痴呆性疾患と診断された90人

性別：男性　33人，女性　57人

平均年齢：75．2歳

退院時診断：アルツハイマー型痴呆：40人（男性　14人，女性　26人）

　　　　　血管性痴呆：44人（男性　14人，女性　30人）

　　　　　ピック病：3人（男性　3人，女性　0人）

　　　　　その他の疾患の痴呆：3人（男性　2人，女性　1人）

　　　（診断基準はICD－10による）

平均入院期間：30．3日

退院先：自宅　51人，施設　28人，病院　10人，死亡　1人

平均HDS－R得点：10．4点

「特別な医療」に要する時間（表3）を加えて総時

間を算出する，③この時間により要介護度を決

定する（下記），というものである。

　9つの介護類型と時間配分の幅は下記の通りで

ある。

　直接生活介助（整容）；2．1～20．3分

　直接生活介助（食事摂取）；3．9～43．2分

　直接生活介助（排泄）；1．0～19．9分

　直接生活介助（入浴）；0．2～7．3分

　直接生活介助（移動）；1．9～29．2分

　間接生活介助；6～18分

　問題行動関連介助；1～11分

　機能訓練関連行為；1～33分

　医療関連行為；2．6～33．9分

　また介護時間による要介護度分類は下記の通り

である。

　要支援；25～29分。または間接生活介助，機能

訓練関連行為の2分野の要介護認定等基準時間が

10分以上

　要介護1；30～49分

　要介護2；50～69分

　要介護3；70～89分

　要介護4；90～109分

　要介護5；110分以上

　こうして決定された要介護度と別に，介護保険

実施前に行われたモデル事業で要介護度の決定に

使用された「介護保険モデル事業における要支

援・要介護の基準」（表4）

定した。

結

を用いて要介護度を決

果

　①1次調査項目総得点ならびに中間評価項目

　　　別の得点について

　平均総得点は700点満点で505．3点であった。

　中間評価項目別得点は各々100点満点で第1群

95．3点，第2群92．3点，第3群73．1点，第4群77．4

点，第5群47．5点，第6群48．5点，第7群66．6点

だった。各得点分布を図2に示す。

　②介護類型別平均介護時間

　9群の介護類型別の平均介護時間（時間幅）を次

に示す。

　直接生活介助（整容）；8．8分（2．1～20．3分）

　直接生活介助（食事摂取）；10．0分（3．9～19．4

　　分）

　直接生活介助（排泄）；7．9分（1．0～10．3分）

　直接生活介助（入浴）；1．2分（O．9～2．6分）

　直接生活介助（移動）；6．1分（1．9～24．1分）

　間接生活介助；7．1分（6～17分）

　問題行動関連介助；3．3分（1～11分）

　機能訓練関連行為；3．6分（1～33分）

　医療関連行為；5．9分（2．6～16．8分）

　合計；54．1分（23．0～118．4分）

　「特別な医療」に相当したのは3人のみで，いず

れも点滴の管理（8．5分）だった。
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表2．介護保険1次調査項目

第1群（麻痺・拘縮に関連する項目）

麻痺 なし 18．4 あり 14．3 対麻痺 12．7 片麻痺 6．6 四肢麻痺 0

拘縮（肩関節） なし 16．6 あり 0

拘縮（肘関節） なし 17．8 あり 0

拘縮（股関節） なし 16．5 あり 0

拘縮（膝関節） なし 13．6 あり 0

拘縮（足関節） なし 17．1 あり 0

第2群（移動等に関連する項目）

寝返り できる 14．3 つかまればできる 8 できない 0

起き上がり できる 14．6 つかまればできる 10．5 できない o

両足がつく座位保持 できる 15 自分の手があれば 9．8 支えが必要 32 できない 0

両足がつかない座位保持 できる 14．7 自分の手があれば 11．9 支えが必要 4．6 できない 0

両足での立位保持 できる 14．2 支えがあればできる 10．1 できない 0

歩行 できる 13．2 つかまればできる 10．3 できない 0

移乗 できる 14 見守り 11．6 一部介助 8．5 全介助 0

第3群（複雑な動作等に関連する項目）

立ち上がり できる 25．7 つかまればできる 132 できない 0

片足での立位保持 できる 24．8 支えがあればできる 14．8 できない 0

浴槽の出入り 自立 24 一部介助 13．8 全介助 0 行っていない 1．1

洗身 自立 25．5 一部介助 14．5 全介助 L4 行っていない 0

第4群（特別な介護等に関連する項目）

褥瘡 なし 8．7 あり 0

皮膚疾患 なし 3．6 あり 0

片手胸元持ち上げ できる 12．8 要介助 3．2 できない 0

嚥下 できる 14 見守り 6 できない 0

尿意 あり 12．1 ときどき 6．3 なし 0

便意 あり 12．1 ときどき 5．7 なし o

排尿後の後始末 自立 11．7 間接的援助 10．2 直接的援助 8 全介助 0

排便後の後始末 自立 11．6 間接的援助 10．4 直接的援助 8．4 全介助 0

食事摂取 自立 13．4 見守り 8．3 一部介助 5．5 全介助 o

第5群（身の回りの世話等に関連する項目）

口腔清潔 自立 8．5 一部介助 3 全介助 0

洗顔 自立 8．6 一部介助 2．9 全介助 0

整髪 自立 8．2 一部介助 3 全介助 0

つめ切り 自立 7．7 一部介助 5．7 全介助 o

ボタンのかけはずし 自立 8．4 見守り 3．9
一部介助 3．1 全介助 0

上衣の着脱 自立 8．9 見守り 4．2 一部介助 3．6 全介助 0

ズボン等の着脱 自立 8．8 見守り 4．4 一部介助 3．6 全介助 o

靴下の着脱 自立 8．4 見守り 4．4 一部介助 3．5 全介助 0

居室の掃除 自立 7．8 一部介助 6．1 全介助 0

薬の内服 自立 8．6 一部介助 4．4 全介助 0

金銭の管理 自立 7．4 一部介助 5 全介助 0

ひどい物忘れ なし 4．2 ときどきある 3．5 ある 0

周囲への無関心 なし 4．5 ときどきある 1．2 ある 0

第6群（コミュニケーション等に関連する項目）

視力 普通 11．8 約1m先が見える 10．2 目の前が見える 8．4 ほとんど見えない 9．1 判断不能 0

聴力 普通 12．7 やっと聞こえる 11．6 かなり大きな声 10 ほとんど聞こえない 7．8 判断不能 0

意思の伝達 できる 12 ときどきできる 72 ほとんどできない 3．5 できない 0

指示への反応 通じる 12 ときどき通じる 5．5 通じない 0

毎日の日課を理解 できる 8．1 できない 0

生年月日をいう できる 8．4 できない 0

短期記憶 できる 8．3 できない 0

自分の名前をいう できる 9．9 できない 0

今の季節を理解 できる 8．3 できない 0

場所の理解 できる 8．5 できない 0

第7群（問題行動に関連する項目）
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ひどい

物忘れ

　ない
と　どきある

7．4

事
取

食
摂

12．1 12．7

身の回り

　尿後
の後始

　末

　　自立

見守りが必要

複雑動作

14．2

間接的援助

直接的援助
　全介助

靴下の
着脱

52．　’

身の回り

複雑動作

身の回り

一部介助
全介助

周囲へ
の無関

　心

意志疎通

88．7以上

2．1

図1．

6．1以下

12．

以上

問題行動

意志疎通

　上
20．3

樹形モデルの1例（直接生活介助；整容）

同様の樹形モデルが9類型それぞれ存在する。（図中，末端の数字は介護時間で単位は分（1日あたり），

それ以外の数字は得点）
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表3．特別な医療

区分 項目 項目名 中央値（分／日）

処置内容

1
2
3
4
5
6
7
8
9

点滴の管理

中心静脈栄養

透析

ストーマの処置

酸素療法

レスピレーター

気管切開の処置

痔痛の看護

経管栄養

8．5

8．5

8．5

3．8

0．8

4．5

5．6

2．1

9．1

特別な対応 10 モニター測定 3．6

失禁への対応
11

12

褥瘡の処置

カテーテル

4
8
．
2

　③要介護度

　介護時間基準に基づく要介護度は，自立；3人

（3．3％），要支援；23人（25．6％），要介護1；21人

（23．3％），要介護2；16人（17．8％），要介護3；18

人（20．0％），要介護4；6人（6．7％），要介護5；3

人（3．3％）であった。

　一方，モデル事業基準に基く要介護度は自立；0

人（0％），要支援；4人（4．4％），要介護1；17人

（18．9％），要介護2；24人（26．7％），要介護3；13

人（14．4％），要介護4；25人（27．8％），要介護5；

6人（6．7％）であった。

　両方を図3に示す。

考 察

　2000年4月1日に施行された介護保険法に基

く要介護認定の申請は予想を上回る申請数となっ

ている。2000年8月時点で，仙台市において要介

護認定を受けたのは自立を含め19，725人に上る。

　当センターは1993年7月1日に外来部門が，

1994年6月1日に病棟部門が開設された。筆者ら

はその活動内容について何回か報告を行ってき

たト4）が，今回はその活動に大きな影響を与える

ことが予想される介護保険との関係の報告とし

て，入院症例に対し介護保険1次調査のシミュ

レーションを行った。

　まず，1次調査の中間評価項目別得点に注目す

13

ると，7群の下位分類での得点差が大きいことが

分かる。介護の必要性が高ければ得点は低くなり，

介護の必要性が低ければ得点は高くなるが，第1

群（麻痺・拘縮に関連する項目），第2群（移動等

に関連する項目）が高得点であり，第5群（身の

まわりの世話等に関連する項目），第6群（コミュ

ニケーション等に関連する項目）が低得点であっ

た。

　当センターには粗大な麻痺がある症例や寝たき

りの症例の入院は少なく，中間評価項目で第1群，

第2群が高得点であることと矛盾しない。また，第

1～3群は項目数が少なく，1項目あたりの配点が

高く，第7群は項目数が多いため1項目あたりの

配点が少ない。そのため，麻痺・拘縮のある症例

では得点が低くなりやすく，一方，周辺症状の活

発な症例でも多数の項目を一度に満たすことは少

なく得点が低くなりづらい。また介護類型別の時

間配分をみても，もともと問題行動関連介助の時

間配分が低い。

　モデル事業基準で判断した要介護度は評価者の

主観が入りやすい要素はあるものの，実態に近い

判断がしやすいと思われる。モデル事業基準によ

る要介護度より，介護時間に基づく要介護度が軽

く判定される傾向にある理由の1つに問題行動関

連が低得点になりづらいことが考えられる。

　池田ら5－7）はモデル事業において痴呆性疾患患

者の一次判定が，痴呆以外の身体疾患を有する患

者の一次判定よりも要介護度が軽く判定されると

指摘し，さらに繁信，池田ら8）はコンピューターに

よる一次判定結果と調査員・精神神経科医師が要

介護度別の状態像例に基づく要介護度の推定を比

較したところ同様の傾向が見られたと報告した。

今回，我々はモデル事業における介護認定基準と

現在用いられている（コンピューター判定の際に

用いられる）介護時間算定に基づいた要介護度認

定の方法を比較したところ，後者のほうが（痴呆

性疾患の場合）軽く判定される可能性を示した。但

し，本来の一次判定は被調査者に直接面接した時

点でなされるもので，我々のレトロスペクティヴ

な方法とは異なること，我々は介護支i援専門員の

資格を有していないことには留意を要する。
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表4．介護保険モデル事業における要支援・要介護の基準

（1）　要支援状態（要介護状態とは認められないが社会的支援を要する状態）

　日常生活の活動の際に，残存能力を保持し向上させる必要が認められる場合，失われた能力を取り戻すような支援

が必要な場合などをいい，そのための器具・器械の指導が必要な場合等も含まれる。

　日常生活を遂行する能力は基本的に備わっているが，「両足・片足での立位保持」に不安定さがみられ，「口腔清潔」・

「洗顔」・「整髪」・「つめ切り」（以下，「清潔・整容」という），「浴槽の出入り」・「洗身」（以下，入浴という），「ボタ

ンのかけはずし」・「上衣の着脱」・「ズボンの上げ下げ」・「靴下の着脱」（以下，「衣類着脱」という）等の行為に関し

て，毎日ではないが週に数回程度の介護が必要とされる場合等である。

（2）　要介護状態区分1（生活の一部について部分的介護を要する状態）

　日常生活を遂行する能力の中では，「入浴」に関連する能力に若干の低下がみられ，「立ち上がり」，「両足・片足で

の立位保持」，「歩行」に不安定さがみられることがある。また，「物忘れ」などがみられることがあるが，それ以外に

問題行動はほとんどない場合も多い。

　「清潔・整容」「衣類着脱」「居室の掃除」「薬の内服」「金銭の管理」等の行為のうち，最小限一つの分野で，少なく

とも毎日1回は介護が必要である場合などである。

（3）　要介護状態区分2（中等度の介護を要する状態）

　日常生活を遂行する能力の中では，「入浴」の直接介護，「排尿後の後始末」・「排便後の後始末」（以下，「排せつ」と

いう）の間接的な介護を必要とする場合が要介護状態区分1よりも増加する。また，「両足がつかない状態での座位保

持」が不安定で，「起きあがり」も自力では困難な状態であり，何かにつかまる必要がある場合が要介護状態区分1よ

り多い。社会生活のうえでは「薬の内服」「金銭の管理」に何らかの援助を必要とする場合も多い。

　「清潔・整容」「食事摂取」「衣類着脱」「排せつ」「入浴」の行為のうち，最小限二つの分野で，少なくとも毎日1回

の介護が必要とされる場合等である。

（4）　要介護状態区分3（重度の介護を要する状態）

　日常生活を遂行する能力の中では，「入浴」「排せつ」「衣類着脱」「清潔・整容」等の行為に対しての部分的または

全面的な直接介護を必要とする場合が要介護状態区分2よりも多い。また，「両足がついた状態での座位保持」が不安

定で，「起きあがり」「寝返り」も自力ではできず，何かにつかまる必要がある場合が要介護状態区分2よりも多い。社

会生活のうえでは，「薬の内服」「金銭の管理」について介助が必要な場合が多く，「暴力・暴言」「介護への抵抗」「昼

夜逆転」等の問題行動がみられる場合もある。これらの問題行動がある場合には，「両足での立位保持」「歩行」が自

立している等身体の機能水準は高いが，社会生活を遂行する能力はかなり低い。「清潔・整容」「食事摂取」「衣類着脱」

「排せつ」「入浴」等の行為のうち，最小限一つの分野で，少なくとも毎日2回は介護が必要とされる場合等である。

（5）　要介護状態区分4（最重度の介護を要する状態）

　日常生活を遂行する能力は，かなり低下しており，「入浴」「排せつ」「衣類着脱」「食事摂取」「清潔・整容」の全般

的な介護が必要である。植物状態で意思疎通が全くできない人も含まれる場合がある。また，「起きあがり」「立ち上

がり」ができない場合が要介護状態区分3よりも多い。その他に，「食事摂取」の部分的な介護が必要で「尿意」がな

く「知的能力」が全般的に低下している場合や，「食事摂取」の部分的な介護と「入浴」の全般的な介護が必要で「知

的能力」が著しく低下している場合等も含まれる。

　「清潔・整容」「食事摂取」「衣類着脱」「排せつ」「入浴」「寝返り」「起き上がり」等の行為のうち，複数の分野で，

少なくとも1日に3回～4回は異なる時間に介護が必要とされる場合等である。

（6）　要介護状態区分5（過酷な介護を要する状態）

　日常生活を遂行する能力は，著しく低下しており，生活全般にわたって部分的または，全面的な介護が必要である。

特に，「嚥下」に障害がある場合は，自力での摂取が困難なため，必要な介護度が増加する傾向がみられる。また，「寝

返り」，「座位保持」はほとんどできない場合が多い。

　「清潔・整容」「食事摂取」「衣類着脱」「排せつ」「入浴」「寝返り」「起き上がり」「立ち上がり」「「立位保持」「歩行」

等の行為のうち複数の分野で，少なくとも1日に5回以上は異なる時間に介護が必要とされる場合等である。
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図3．2種類の判定方法の比較

ロモデル幕濃方式

頗介ほ時閥算出方式

　以上のように介護保険1次調査は麻痺・拘縮の

ある症例は重く，それがない痴呆症例は問題行動

があっても軽く評価されやすい傾向がある。当院

老人性痴呆疾患センター入院症例の処遇を考える

上で支障となりうる。

　この一次調査の問題点は松山らによっても指摘

されている9）。松山らは平成10年度施行事業によ

る訪問調査結果による試算から，第7群において

自立と判定された人の平均得点が99．3点であっ

たのに対し，「要介護5」と判定された人の平均は

92．6点であり，痴呆症状の問題行動がチェックさ

れても得点にはほとんど影響がなかったと指摘

し，逆に「第2群」と「第5群」は要介護度が重

くなるのに比例して得点が低くなり，すなわち「移

動」と「身のまわりの世話」の項目がチェックさ

れると得点に大きな影響が出たと報告している。

今後，痴呆性疾患についても十分な要介護度の評

価がなされるよう，例えぼ痴呆症例の問題行動に

対する見守り等の評価やIADL（道具的日常生活

動作）の障害の評価が今以上に1次評価に盛り込

まれることなどの改善が望まれる。

ま　と　め

　①仙台市立病院老人性痴呆疾患センター入院

症例のうち，退院時診断が痴呆性疾患である症例

90人（男性33人，女性57人，平均年齢75．2歳）

に対し，介護保険1次調査の調査項目をレトロス

ペクティヴに調査した。

　②麻痺・拘縮，移動に関する下位群が高得点

で，コミュニケーション能力や記憶，見当識に関

する下位群が低得点だった。

　③現在の介護時間に基く要介護度認定では問

題行動のある痴呆症例が軽く判定される可能性が

ある。

〔本論文の要旨は，第13回日本総合病院精神医学会総会

（2000年12月1日，東京）において発表した〕
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